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日
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生
活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
医
療
機
関
の
廃
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の
届
出
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厚
政
課
）
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活
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護
法
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規
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に
基
づ
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医
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指
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政
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生
活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
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施
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機
関
の
指
定
（
厚
政
課
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解
除
予
定
保
安
林
（
山
口
市
）
に
関
す
る
告
示
の
変
更
（
森
林
整
備
課
）
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保
安
林
予
定
森
林
（
萩
市
）
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整
備
課
）
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過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の
規
定
に
基
づ
く
公
共
下
水
道
の
幹
線
管
渠
等
の
設
置
に
関
す
る
工

事
（
都
市
計
画
課
）
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土
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改
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役
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届
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催
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小
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変
更
に
係
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図
書
の
写
し
の
縦
覧
（
都
市
計
画
課
）

四

…
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…
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…

山
陽
小
野
田
都
市
計
画
ご
み
焼
却
場
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧
（
都
市
計
画
課
）

四
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…
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…
…

○
教
委
公
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公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
に
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の
開
始
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等
に
係
る
政
治
団
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等
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…

資
金
管
理
団
体
の
名
称
等
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…
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資
金
管
理
団
体
の
異
動
事
項

七
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…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
に
該
当
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
資
金
管
理
団
体
の
名
称

等

七

…
…
…
…
…
…
…
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…
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…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
雑
報

県
報
の
正
誤
（
令
和
四
年
十
一
月
一
日
山
口
県
告
示
第
三
百
三
十
七
号
）

七

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

告

示

山
口
県
告
示
第
五
十
四
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療

機
関
か
ら
次
の
と
お
り
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
五
年
二
月
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

医

療

機

関

廃
止
年
月
日

名

称

所

在

地

と
く
ぢ
診
療
所

山
口
市
徳
地
堀
一
七
一
四

令
和
四
、

一
一
、
三
〇

周
南
ニ
ュ
ー
ク
リ
ニ
ッ
ク

周
南
市
大
字
徳
山
五
五
二
九

〃

八
、

九

松
永
歯
科
医
院

山
陽
小
野
田
市
北
竜
王
町
一
の
二
四

令
和
二
、

一
一
、
三
〇

フ
タ
ミ
薬
局
五
月
店

周
南
市
五
月
町
九
の
一
〇

令
和
四
、

〃

六

え
も
と
薬
局

熊
毛
郡
田
布
施
町
中
央
南
二
三
の
五

〃

九
、
三
〇

ポ
ラ
ス
ケ
ア
訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

山
口
市
湯
田
温
泉
一
丁
目
一
番
七
号

〃

〃

〃

山
口
県
告
示
第
五
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の

た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
五
年
二
月
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

医

療

機

関

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

周
南
ニ
ュ
ー
ク
リ
ニ
ッ
ク

周
南
市
大
字
徳
山
五
五
二
九

令
和
四
、

八
、

九

フ
タ
ミ
薬
局
五
月
店

〃

五
月
町
九
の
一
〇

〃

一
一
、

七

山
口
県
告
示
第
五
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
医
療

扶
助
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

一
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令
和
五
年
二
月
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

施

術

者

指
定
年
月
日

氏

名

住

所

森
末

大
地

山
口
市
七
尾
台
六
の
二
五

令
和
四
、

八
、
一
二

山
口
県
告
示
第
五
十
七
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
病
院
を
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。

令
和
五
年
二
月
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

名

称

所

在

地

認
定
が
効
力
を
有
す
る
期
限

萩
市
民
病
院

萩
市
大
字
椿
三
四
六
〇
の
三

令
和
八
、

三
、

五

山
口
県
厚
生
農
業
協
同
組

合
連
合
会
周
東
総
合
病
院

柳
井
市
古
開
作
一
〇
〇
〇
の
一

〃

一
、
三
一

山
口
県
告
示
第
五
十
八
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣

か
ら
解
除
予
定
保
安
林
（
山
口
市
）
に
関
す
る
告
示
（
令
和
三
年
山
口
県
告
示
第
八
号
）
に
係
る
通
知

を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
五
年
二
月
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

山
口
市
鋳
銭
司
字
梅
ノ
木
一
二
二
二
〇
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
一
二
二
二
〇

の
二
、
一
二
二
二
〇
の
三
・
一
二
二
二
〇
の
四
・
一
二
三
六
一
の
一
・
一
二
三
六
一
の
二
・
一
二
三

六
一
の
一
六
・
字
梅
ノ
木
原
一
二
二
二
七
・
一
二
二
二
八
の
一
・
一
二
二
二
八
の
三
・
一
二
二
二
八

の
七
（
以
上
九
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
山
口
市
農
林
水

産
部
農
林
整
備
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
五
十
九
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

安
林
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
。

令
和
五
年
二
月
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

萩
市
川
上
字
ス
テ
ン
ケ
浴
一
八
二
七
、
一
八
三
一
の
一
、
一
八
三
二
、
一
八
三
三
、
一
八
三
五
の

二
、
一
八
三
六
、
一
八
三
七
、
一
四
二
五
八
、
字
ゴ
ウ
ラ
一
八
三
八
、
一
八
四
一
の
一
、
一
八
四
一

の
二
、
一
八
四
二
か
ら
一
八
四
七
ま
で
、
一
八
四
九
か
ら
一
八
五
二
ま
で
、
一
八
五
六
、
一
八
六
二

か
ら
一
八
六
五
ま
で
、
一
四
二
五
九
か
ら
一
四
二
六
二
ま
で
、
一
四
二
六
六
、
一
四
二
六
七
、
一
四

二
六
九
、
一
四
二
七
〇
、
字
入
道
ケ
浴
一
八
六
七
、
一
〇
六
〇
七
、
一
〇
六
一
一
、
一
〇
六
一
二
、

一
〇
六
一
五
か
ら
一
〇
六
一
七
ま
で
、
一
〇
六
一
九
、
一
〇
六
二
〇
、
一
〇
六
二
二
か
ら
一
〇
六
二

五
ま
で
、
一
四
二
七
一
、
一
四
二
七
三
、
一
四
二
七
四
、
字
石
神
一
八
六
九
、
一
八
七
一
、
一
八
七

九
、
一
八
八
一
の
一
か
ら
一
八
八
一
の
三
ま
で
、
一
八
八
八
か
ら
一
八
九
一
ま
で
、
一
〇
六
二
六
、

一
〇
六
二
七
、
一
〇
六
二
九
、
一
四
二
七
五
か
ら
一
四
二
七
八
ま
で
、
字
佐
古
田
一
八
九
五
、
一
八

九
六
、
一
九
〇
三
、
一
九
〇
四
、
一
九
一
九
、
一
九
二
一
の
一
、
一
九
二
二
、
一
九
二
三
、
一
五
二

六
三
、
字
横
坂
一
九
三
二
、
一
九
三
三
、
一
九
四
五
、
一
九
五
二
、
一
九
八
一
、
一
九
九
二
、
一
九

九
三
、
一
〇
五
九
四
、
一
〇
五
九
六
、
一
〇
六
三
五
、
一
〇
六
五
二
か
ら
一
〇
六
五
六
ま
で
、
一
四

〇
五
七
、
一
四
二
八
一
、
字
行
畑
一
〇
五
七
八
、
一
〇
五
七
九
、
一
〇
六
四
六
、
一
〇
六
四
七
、
字

米
山
一
〇
五
八
〇
、
一
〇
五
八
一
、
字
こ
の
ゝ
口
一
〇
五
八
二
、
一
〇
五
八
八
、
一
〇
五
八
九
、
字

小
野
一
〇
五
八
三
か
ら
一
〇
五
八
五
ま
で
、
字
を
の
口
一
〇
五
八
六
、
一
〇
五
八
七
、
字
赤
滝
一
〇

五
九
〇
か
ら
一
〇
五
九
二
ま
で
、
字
志
が
つ
か
宇
一
〇
五
九
三
、
字
こ
う
ら
一
〇
五
九
七
、
一
〇
六

〇
一
か
ら
一
〇
六
〇
三
ま
で
、
字
阿
武
原
一
〇
六
〇
五
の
一
、
一
〇
六
〇
五
の
二
、
一
〇
六
〇
六
、

一
〇
六
〇
九
、
一
〇
六
一
〇
、
字
ふ
き
ケ
迫
一
〇
六
三
〇
か
ら
一
〇
六
三
二
ま
で
、
一
〇
六
三
四
、

字
屋
敷
之
後
一
〇
六
三
六
、
字
古
屋
敷
ノ
上
一
〇
六
三
七
、
字
佐
古
田
ノ
浴
一
〇
六
三
八
の
一
、
一

〇
六
三
八
の
二
、
字
須
天
ケ
浴
一
〇
六
四
八
、
一
〇
六
四
八
の
一
、
一
〇
六
四
九
、
字
木
床
一
〇
六

五
〇
、
字
西
ケ
迫
一
〇
六
五
九
、
一
〇
六
六
一
、
字
高
手
一
〇
六
六
二
、
一
〇
六
六
三
、
字
栗
ケ
迫

一
〇
六
六
七

二

指
定
の
目
的

二
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水
源
の
涵か

ん

養

三

指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⚑

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

⚒

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
萩
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐

期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⚓

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
萩
市

農
林
水
産
部
林
政
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
六
十
号

過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
令
和
三
年
法
律
第
十
九
号
）
附
則
第
四

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法

（
平
成
十
二
年
法
律
第
十
五
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
共
下
水
道
の
幹
線
管
渠き

よ

等
の
設

置
に
関
す
る
工
事
を
次
の
と
お
り
完
了
す
る
。

令
和
五
年
二
月
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

公
共
下
水
道
の
名
称

周
防
大
島
町
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道

二

工
事
の
内
容
及
び
区
域
又
は
区
間

内

容

区

域

又

は

区

間

幹
線
管
渠き

よ

大
島
郡
周
防
大
島
町
大
字
久
賀
字
新
開
五
一
一
〇
の
二
地
先
か
ら

同
郡

同
町

同
大
字
字
竪
小
路
西
四
四
一
三
の
三
地
先
ま
で

三

工
事
の
完
了
の
日

令
和
五
年
二
月
十
七
日

公

告

（
一
八
）
土
地
改
良
区
の
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地

改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

令
和
五
年
二
月
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

就
任
し
た
役
員

土
地
改
良
区
の
名
称

理
事
の
別

監
事

氏

名

住

所

下
関
市
吉
田
土
地
改
良
区

理

事

藤
岡

正
美

下
関
市
大
字
吉
田
地
方
二
六
一
一

〃

〃

河
田

美
年

〃

大
字
吉
田
一
三
〇
六

〃

〃

藤
田

優

〃

〃

三
八
五

〃

〃

平
田

利
明

〃

〃

一
七
八
〇

〃

〃

中
野

勝
正

〃

大
字
吉
田
地
方
一
五
九

〃

〃

波
多
野
則
男

〃

〃

二
四
四
一

〃

〃

藤
村

洋
子

〃

〃

一
八
五
九
の
二

〃

監

事

川
岡

康
男

〃

〃

二
〇
〇
九

〃

〃

太
田

浩
治

〃

大
字
吉
田
一
〇
一
九
の
一
〇

〃

〃

野
上

晋
介

〃

王
司
本
町
四
丁
目
三
番
二
六
号

二

退
任
し
た
役
員

土
地
改
良
区
の
名
称

理
事
の
別

監
事

氏

名

住

所

下
関
市
吉
田
土
地
改
良
区

理

事

藤
岡

正
美

下
関
市
大
字
吉
田
地
方
二
六
一
一

〃

〃

田
中

秀
雄

〃

大
字
吉
田
八
五
四
の
一
三

〃

〃

金
子

善
悟

〃

大
字
吉
田
地
方
三
〇
七

〃

〃

河
田

美
年

〃

大
字
吉
田
一
三
〇
六

〃

〃

上
田

和
也

〃

大
字
吉
田
地
方
二
八
三
一

〃

〃

藤
田

優

〃

大
字
吉
田
三
八
五

〃

〃

平
田

利
明

〃

〃

一
七
八
〇

〃

監

事

川
岡

康
男

〃

大
字
吉
田
地
方
二
〇
〇
九

〃

〃

松
本

幹
夫

〃

〃

一
一
一
八

二
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（
一
九
）
林
業
種
苗
生
産
事
業
者
講
習
会
の
開
催

林
業
種
苗
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
林
業
種
苗

生
産
事
業
者
講
習
会
を
次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

令
和
五
年
二
月
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

講
習
の
対
象
と
な
る
者

林
業
種
苗
の
生
産
事
業
者
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

二

講
習
会
の
日
時
及
び
場
所

㈠

日
時

令
和
五
年
三
月
十
七
日
（
金
曜
日
）
午
前
九
時
か
ら

㈡

場
所

山
口
市
宮
野
上
一
七
六
八
番
地
の
一

山
口
県
農
林
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
林
業
技
術
部

三

講
習
の
科
目
及
び
時
間

科

目

時

間

種

苗

に

関

す

る

法

令

二

種

苗

の

産

地

及

び

系

統

二

種

苗

の

生

産

技

術

二

四

受
講
の
手
続

講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
林
業
種
苗
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
六
年
山
口
県
規
則
第
五

号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
生
産
事
業
者
講
習
会
受
講
申
込
書
に
生
産
事
業
者
講
習
手
数
料
一
万
五
千

四
百
十
円
に
相
当
す
る
山
口
県
収
入
証
紙
を
貼
っ
て
、
住
所
地
を
所
管
す
る
農
林
水
産
事
務
所
又
は

農
林
事
務
所
の
長
を
経
由
し
て
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
。

五

受
講
申
込
書
の
提
出
期
限

令
和
五
年
三
月
十
日
（
金
曜
日
）

六

そ
の
他

こ
の
講
習
会
の
受
講
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
（
電
話
〇
八
三

－

九
三
三－

三
四
八
五
）
又
は
最
寄
り
の
農
林
水
産
事
務
所
若
し
く
は
農
林
事
務
所
に
す
る
こ
と
。

（
二
〇
）
山
陽
小
野
田
都
市
計
画
下
水
道
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧

山
陽
小
野
田
市
か
ら
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
山
陽
小
野
田
都
市
計
画
下
水
道
の
変
更
に
係
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
図
書
の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
図
書
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に

供
し
ま
す
。

令
和
五
年
二
月
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

山
陽
小
野
田
都
市
計
画
下
水
道
山
陽
小
野
田
市
公
共
下
水
道

二

都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧
場
所

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課

（
二
一
）
山
陽
小
野
田
都
市
計
画
ご
み
焼
却
場
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧

山
陽
小
野
田
市
か
ら
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
山
陽
小
野
田
都
市
計
画
ご
み
焼
却
場
の
変
更
に
係
る

同
法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
図
書
の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
図
書
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦

覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
五
年
二
月
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

山
陽
小
野
田
都
市
計
画
ご
み
焼
却
場
一
山
陽
小
野
田
市
環
境
衛
生
セ
ン
タ
ー

二

都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧
場
所

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課

教
育
委
員
会

公

告公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
に
係
る
手
続
の
開
始

四
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地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第

三
百
七
十
二
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
契
約
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式

に
係
る
手
続
を
開
始
し
ま
す
。

令
和
五
年
二
月
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

業
務
の
概
要

㈠

業
務
名

山
口
県
立
学
校
Ｉ
Ｃ
Ｔ
支
援
員
派
遣
業
務

㈡

業
務
内
容

応
募
要
項
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

㈢

契
約
期
間

令
和
五
年
五
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二

参
加
資
格

こ
の
手
続
に
参
加
で
き
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
と
す
る
。

㈠

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
。
以
下
「
政
令
」
と
い
う
。
）
第
百
六

十
七
条
の
四
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
い
こ
と
。

㈡

政
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競

争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者
及
び
そ
の
者
を
代
理
人
、
支
配
人
そ
の
他
の
使

用
人
又
は
入
札
代
理
人
と
し
て
使
用
す
る
者
で
な
い
こ
と
。

㈢

県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
製
造
の
請
負
、
物
品
等
の
買
入
れ
、
借
入
れ
及
び
売
払
い
並
び
に
業

務
の
委
託
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
並

び
に
資
格
審
査
申
請
の
時
期
及
び
方
法
等
に
関
す
る
告
示
（
令
和
四
年
山
口
県
告
示
第
百
七
十
九

号
）
に
基
づ
く
資
格
審
査
に
お
い
て
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
業
務
の
委
託
の
特
Ａ

の
等
級
に
格
付
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

㈣

こ
の
手
続
の
開
始
の
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
二
十
三
日
ま
で
の
間
の
い
ず
れ
の
日
に
お
い
て
も

業
務
委
託
及
び
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
等
参
加
停
止
措
置
要
領
に
基
づ
く
参
加
停
止
を
受

け
て
い
な
い
こ
と
。

三

手
続
等

㈠

応
募
要
項
の
配
布

令
和
五
年
二
月
十
七
日
午
前
九
時
か
ら
同
年
三
月
二
十
三
日
午
後
五
時
ま
で
、
山
口
県
教
育
庁

教
育
政
策
課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
山
口
県
立
学
校
Ｉ
Ｃ
Ｔ
支
援
員
派
遣
業
務
に
係
る
公
募
型
プ

ロ
ポ
ー
ザ
ル
の
実
施
に
つ
い
て
」
に
掲
載
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
。

㈡

参
加
表
明
書
の
提
出
方
法
、
提
出
先
及
び
受
領
期
限

⚑

提
出
方
法

持
参
し
、
又
は
山
口
県
教
育
庁
教
育
政
策
課
へ
事
前
に
連
絡
の
う
え
、
郵
送
し
、
若
し
く
は

電
子
メ
ー
ル
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
。

⚒

提
出
先

山
口
県
教
育
庁
教
育
政
策
課

⚓

受
領
期
限

令
和
五
年
三
月
十
六
日
午
後
五
時

㈢

企
画
提
案
書
の
提
出
方
法
、
提
出
先
及
び
受
領
期
限

⚑

提
出
方
法

持
参
し
、
又
は
山
口
県
教
育
庁
教
育
政
策
課
へ
事
前
に
連
絡
の
う
え
郵
送
す
る
こ
と
。

⚒

提
出
先

山
口
県
教
育
庁
教
育
政
策
課

⚓

受
領
期
限

令
和
五
年
三
月
二
十
三
日
午
後
五
時

㈣

審
査

審
査
は
、
次
の
審
査
委
員
に
よ
り
、
最
も
優
れ
た
企
画
提
案
書
を
提
出
し
た
者
の
特
定
を
令
和

五
年
三
月
下
旬
に
行
う
。

道
免

憲
司

片
山

勉

梅
田

憲
和

山
本

朋
宏

山
田

芳
彦

四

そ
の
他

㈠

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

村
岡

嗣
政

㈡

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

㈢

契
約
書
作
成
の
要
否

要

㈣

参
加
表
明
書
の
提
出
時
に
お
い
て
二
の
㈢
の
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
令
和

五
年
三
月
三
十
日
ま
で
に
こ
れ
を
満
た
す
こ
と
を
も
っ
て
足
り
る
。

㈤

こ
の
手
続
の
開
始
後
に
、
二
の
㈢
に
掲
げ
る
資
格
の
申
請
を
す
る
場
合
は
、
令
和
五
年
三
月
二

十
三
日
午
後
五
時
ま
で
に
山
口
県
会
計
管
理
局
会
計
課
（
電
話
〇
八
三－

九
三
三－

三
九
一
五
）

に
申
請
書
を
提
出
す
る
こ
と
。

四
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㈥

こ
の
手
続
に
参
加
し
た
者
が
業
務
委
託
及
び
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
等
参
加
停
止
措
置

要
領
に
基
づ
く
参
加
停
止
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
は
、
審
査
の
対
象
と
せ
ず
、
又
は
契
約

の
締
結
を
行
わ
な
い
こ
と
が
あ
る
。

㈦

詳
細
に
つ
い
て
は
、
山
口
県
教
育
庁
教
育
政
策
課
（
電
話
〇
八
三－

九
三
三－

四
四
九
三
）
に

問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

五

Sum
m
ary

⑴

N
ature
and
quantity
ofthe
services
to
be
required
:D
ispatching
IC
T
supportstaffto

Y
am
aguchi
prefectural
schools

⑵

D
eadline
to
express
interests:5
:00
P.M
.M
arch
16,2023

⑶

D
eadline
to
subm
it
proposals:5
:00
P.M
.M
arch
23,2023

⑷

D
elivery
Place:T
he
place
designated
by
person
in
charge
of
the
contract

⑸

D
ivision
in
charge
of
procurem
ent
and
contact
point
for
the
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E
ducational
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D
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E
ducation,Y
am
aguchiPrefecturalG
overnm
ent,1-1
T
akim
a-

chi,Y
am
aguchi
C
ity
(T
el.083-933-4493)

選
挙
管
理
委
員
会

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
五
年
二
月
十
七
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

秋

本

泰

治
政
治
団
体
の

名
称

代
表
者
の

氏
名

会
計
責
任

者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
そ
の
他
の
事
項

備
考

（
届
出

年
月
日 ）

秋
月
み
さ
こ
後
援

会
秋
月
美
佐
子
秋
月

徹
下
関
市
菊
川
町
大
字
上
田

部
210の

21
令
和
４
、

12、
２

木
原
大
介
後
援
会
西
原
篤
志
櫻
井
達
志
宇
部
市
草
江
３
丁
目
４
番

22－
６
号

〃
〃
１

山
陽
小
野
田
の
新

た
な
力
を
創
る
会
花
本
敏
夫
花
本
敏
夫
山
陽
小
野
田
市
大
字
郡

4042
〃
〃
８

中
村
か
ず
ゆ
き
後

援
会

中
村
一
幸
中
村
美
智
子
熊
毛
郡
平
生
町
大
野
南

628の
８

〃
〃
〃

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
政
治
団
体
の
異
動
事
項
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
五
年
二
月
十
七
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

秋

本

泰

治

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の

氏
名

異
動
事
項

異
動

内
容

備
考

(

)

異
動

年
月
日

新
旧

公
明
党
西
山
口
総
支
部

猶
野

克
事
務
所
宇
部
市
錦
町
５

番
５
号

宇
部
市
中
尾
１

丁
目
７
番
８
号
令
和
４
、

９
、
１

自
由
民
主
党
光
支
部

河
野

亨
〃

光
市
中
村
町
27

番
10号

光
市
虹
ケ
丘
１

丁
目
10番
18号

〃
12
〃

自
由
民
主
党
山
口
県
光
市
第
一

支
部

〃
〃

〃
〃

〃
〃
〃

〃
〃
〃
〃

自
由
民
主
党
山
口
支
部

渡
辺
純
忠
代
表
者
渡
辺
純
忠

藏
成
幹
也

〃
７
、
23

立
憲
民
主
党
山
口
県
第
２
区
総

支
部

小
田
村
克
彦
事
務
所
岩
国
市
川
西
３

丁
目
３
番
54号

柳
井
市
伊
陸

5258
〃
12、
１

浅
田
徹
後
援
会

田
中
輝
明
〃

宇
部
市
南
浜
町

２
丁
目
４
番
２

号

宇
部
市
西
宇
部

北
３
丁
目
１
番

14号
〃
〃
10

五
十
嵐
仁
美
後
援
会

西
村
洋
一

代
表
者
西
村
洋
一

原
田
忠
良

〃
〃
１

会
計
責
任
者
岡
本
公
一

松
本

⇮

事
務
所
宇
部
市
笹
山
町

２
丁
目
５
番
68

号
萩
市
大
字
椿
東

2540の
１

い
そ
べ
と
し
え
の
会

山
下
和
恵
名

称
い
そ
べ
と
し
え

の
会

磯
部
登
志
恵
の

会
〃
９
〃

事
務
所
光
市
室
積
松
原

17番
12号

光
市
室
積
松
原

15番
25号

河
野
と
お
る
後
援
会

河
野

亨
会
計
責
任
者
魚
本
辰
徳

田
中

孝
〃
11、
７

事
務
所
光
市
中
村
町
27

番
10号

光
市
虹
ケ
丘
１

丁
目
10番
18号

代
表
者
井
上

愛
伊
藤
愛
里 六
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幸
福
実
現
党
下
関
後
援
会

井
上

愛
〃
８
、
１

会
計
責
任
者
〃

〃

さ
さ
む
ら
直
也
後
援
会

笹
村
直
也
事
務
所
萩
市
大
字
土
原

282の
５

萩
市
大
字
津
守

町
５

〃
12
〃

な
お
の
克
後
援
会

猶
野

克
〃

宇
部
市
錦
町
５

番
５
号

宇
部
市
今
村
北

２
丁
目
２
番
10

号
〃
９
〃

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

が
あ
っ
た
解
散
等
に
係
る
政
治
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
五
年
二
月
十
七
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

秋

本

泰

治

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の

氏
名

会
計
責
任

者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

解
散

年
月
日

柏
原
重
海
後
援
会

河
本
勝
文
古
泉
直
紀
熊
毛
郡
上
関
町
大
字
室
津
670の

４
令
和
４
、

12、
21

高
田
悦
子
後
援
会

高
田
悦
子
高
田
慎
二
下
松
市
東
陽
３
丁
目
９
番
４
号

〃
11、
28

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

が
あ
っ
た
資
金
管
理
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
五
年
二
月
十
七
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

秋

本

泰

治

資
金
管
理
団
体

の
届
出
を
し
た

者
の
氏
名

公
職
の
種
類

資
金

管
理

団
体

備
考

(

)

指
定

年
月
日

名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
の
氏
名

秋
月
美
佐
子
下
関
市
議
会

議
員

秋
月
み
さ
こ
後
援

会
下
関
市
菊
川
町
大
字
上
田
部

210の
21

秋
月
美
佐
子
令
和
４
、

10、
31

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

が
あ
っ
た
資
金
管
理
団
体
の
異
動
事
項
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
五
年
二
月
十
七
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

秋

本

泰

治

資
金
管
理
団
体

の
届
出
事
項
の

異
動
の
届
出
を

し
た
者
の
氏
名

資
金
管
理
団
体
の
名
称

異
動
事
項

異
動

内
容

備
考

(

)

異
動

年
月
日

新
旧

笹
村
直
也

さ
さ
む
ら
直
也
後
援
会

事
務

所
萩
市
大
字
土
原

282の
５

萩
市
大
字
津
守

町
５

令
和
４
、

12、
１

猶
野

克
な
お
の
克
後
援
会

〃
宇
部
市
錦
町
５

番
５
号

宇
部
市
今
村
北

２
丁
目
２
番
10

号
〃
９
〃

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

が
あ
っ
た
同
項
第
二
号
に
該
当
す
る
資
金
管
理
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
五
年
二
月
十
七
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

秋

本

泰

治

資
金
管
理
団
体
の
届
出

を
し
た
者
の
氏
名

資
金

管
理

団
体

の
名

称
備

考

(

)

資
金
管
理
団
体
で
な

く
な
っ
た
年
月
日

高
田
悦
子

高
田
悦
子
後
援
会

令
和
４
、
11、
28

雑

報

正

誤

令
和
四
年
十
一
月
一
日
山
口
県
告
示
第
三
百
三
十
七
号
（
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
指
定
に
関
す

る
告
示
の
一
部
改
正
）

ペ
ー
ジ

段

行 六
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八

上

一
五～

一
九

誤

山
口
市
南
部
・
阿
知
須
き
ら
ら
浜
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
三

存
続
期
間
に
関
す
る
部
分

中
「
令
和
十
一
年
十
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
十
四
年
十
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

山●

口●

市●

南●

部●

・

阿●

知●

須●

き●

ら●

ら●

浜●

特●

定●

猟●

具●

使●

用●

禁●

止●

区●

域●

の●

四●



禁●

止●

又●

は●

制●

限●

に●

係●

る●

特●

定●

猟●

具●

の●

種●

類●

に●

関●

す●

る●

部●

分●

中●

「

山●

口●

県●

山●

口●

農●

林●

事●

務●

所●

」

を●

「

山●

口●

県●

山●

口●

農●

林●

水●

産●

事●

務●

所●

」

に●

改●

め●

る●

。

正

山
口
市
南
部
・
阿
知
須
き
ら
ら
浜
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
三

存
続
期
間
に
関
す
る
部
分

中
「
令
和
十
一
年
十
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
十
四
年
十
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

令
和
五
年
二
月
十
七
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
五
年
二
月
十
七
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事
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